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議会運営委員会記録 

 

１．期日   平成 31 年 3 月 22 日(金)                        開会 16 時 23 分 

                              閉会 16 時 33 分 

２. 場所   第 1 委員会室 

 

３. 議題 

      ①町長提出議案の追加について 

       

４. 出席者 根岸委員長、松﨑委員、二宮委員、坂本委員、露木委員、渡辺委員、一石

委員、野地議長 

事務局    戸丸事務局長、和田庶務課長 

      執行者側  ①政策総務部長、総務課長、庶務人事班長 

      傍聴議員  5 名 

      一般傍聴者 9 名 

５．経過 

議長あいさつ 

                                        

① 町長提出議案の追加について 

 

委員長         議題は、町長提出議案の追加についてとする。執行者側より

説明をお願いする。 

 

総務課長        資料の追加上程議案上程説明資料をご覧いただきたい。平成

31 年度二宮町一般会計予算である。議案第 24 号二宮町敬老祝

い金条例の一部を改正する条例及び、議案第 25 号在宅障がい

者福祉手当の一部を廃止する条例、並びに議案第 26 号二宮町

障がい者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

否決に伴い、平成 31 年度二宮町一般会計予算に修正を加え、

再提案するものである。 

            

委員長         これより質疑に入る。 

             

露木          確認をさせていただきたい。今回のように予算を審査する機

会で、予算に係る条例審査が否決となった場合、予算書に関係

してくることは今まで無かったのか。たとえば、6 月の補正で、

補正であげていくことではなく、この 3 つの議案を今このタイ

ミングで 1 回予算を取り消して、あげてくる理由を教えていた

だきたい。 

 

政策総務部長      1点目の過去にそういったことがなかったかということだが、

私が経験している中で実は 1 件ある。町長の期末手当の条例が

否決され、修正をさせていただいた事案があったが、あちらは

補正予算で本会議即決であった。条例案件のほうが先に審議さ

れたので、補正案件を審議する前に修正という形で正誤表を提
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出させていただいた経緯がある。今回は予算審査特別委員会の

審議が済んでいるので簡易な修正ではいけないので、もろもろ

事例を調べながら、今回は一度撤回させていただき、改めて補

填させていただくという方法をとらせていただいた。 

 

露木          例えばの話でお聞きしたい。ふたみ記念館は、無料化すると

いって、無料にならなくて、歳入としては一般的にいくら入っ

てくるかわからないということで、予算書には見積もらず、3

つだけで変更してくるという基準というか判断、これは否決に

なったが予算書には反映しなくていいねとか、補正でいいねと

か、その辺の判断基準が分からないので教えていただきたい。 

 

政策総務部長      ご指摘のあったふたみ記念館については、予算と直結する部

分は施行規則による影響がある。条例と直結ではないので、後

日補正をさせていただくということで修正させていただいた。

今回の福祉関係の 3 条例案については、条例で定めていること

なので、2 つの条例については施行期日が 4 月 1 日ということ

で速やかに予算を修正させていただかないと、条例と予算の間

に相違が生じる。今回は今申し上げた基準で、この 3 案に係る

予算は修正させていただいた。 

 

露木          今、分かったが、今後もしこういうことがあった場合、条例

で関わっていれば補正で対応することはないと。今言った条件

以外で。 

 

政策総務部長      今申し上げたとおり、施行期日が大きな要因となっている。

4 月 1 日から施行するにあたり、予算が無かったり、足らない

というころで執行に支障があれば、修正させていただく。ただ、

後日の補正ですむようであれば、補正ということも考えられる

が、基本的には条例と予算の間の関係で損なわないように、喰

い違いがないようにしないといけないのが大前提であり、状況

に応じて修正させていただく。 

 

委員長         施行期日が 4 月 1 日の条例が 2 つあり、1 つは補正でも 6 月

に上げてくるのでもよかったのかということをもう一度聞く。 

 

政策総務部長      そこが大前提と申し上げたところで、条例と予算に相誤がな

いように、食い違いがないようにするのが大前提で、そこの優

先関係で判断すると今回修正させていただくのが正しいとい

う判断であり、修正させていただいた。 

 

渡辺          先ほど 3 つの条例に関連してということだったが、そこに変

更は限定されているのか確認したい。予算そのものが大きなく

くりだと思うが、説明資料についてだが、あれだけの分厚いも

のなので急に全部差し替えといかないが、どこまで限られた時

間で。議案そのものがいつ出されるのか、すぐ出るのか。 
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委員長         日程は後ほど説明するが、どのように議案が出てくるのかを

説明していただきたい。 

 

政策総務部長      ご指摘どおりで、予算書そのものを全て印刷し、提出するの

は短時間では不可能である。基本的に予算の議決を受けるべき

事項は、予算書の冒頭の第 1 から第 4 表までの部分の議決を頂

戴するのがルールである。事項別明細については、議案ではあ

るが付帯する資料である。議運が終わった後で、議案はお配り

する予定であるが、1 表から 4 表、歳入歳出を全て付けさせて

いただいたうえで、事項別明細については、修正する箇所だけ

添付させていただく。残りは撤回したが、議案第 37 号と同様

という形で提出させていただきたいというふうに考えている。 

 

渡辺          財源構成が予算案には含まれないと思うが、今後の審議でぜ

ひ確認しておきたい部分である。そのへんはどうかなと思った

が、書き物でなくても、審議の中で教えていただければと思う。 

 

委員長         事務局から追加の議案の議事日程の説明をお願いする。 

 

局長          平成 31 年度二宮町一般会計の予算、議案第 43 号については 

本日の議事日程となり、本会議において即決でお願いしたいと 

思う。 

 

委員長         本日、これから即決となる。議事日程について局長より説明

があったがご異議ないか。 

 

           （「異議なし」との声あり） 

閉会 16 時 33 分 


